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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
設定した目的地までの経路を探索して案内を行うナビゲーションシステムであって、
（ａ）探索データ及びエリアに関する情報を含む地図データと交通情報とを格納する記憶
装置と、
（ｂ）前記目的地までの経路を探索し、該経路が所定エリアを通過する場合、該所定エリ
ア内のリンクについて通過予測時刻を算出する探索処理部と、
（ｃ）前記所定エリア内のリンクについて、前記交通情報に基づいて、前記通過予測時刻
における予測交通情報を作成する予測処理部とを有し、
（ｄ）前記探索処理部は、前記所定エリア内における平均車速を算出し、前記所定エリア
内における前記経路上以外のリンクについて前記所定エリアへの進入ポイントからの距離
を算出し、前記平均車速及び距離に基づいて、前記所定エリア内における前記経路上以外
のリンクについて通過予測時刻を算出することを特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項２】
前記予測処理部は、前記記憶装置に格納された交通情報としてのリンク旅行時間パターン
に基づいて予測リンク旅行時間パターンを作成し、該予測リンク旅行時間パターンに基づ
いて予測交通情報を作成する請求項１に記載のナビゲーションシステム。
【請求項３】
前記探索処理部は、前記所定エリア内における前記経路上のリンクの距離の合計、及び、
前記経路上のリンクの所要時間の合計に基づいて、前記平均車速を算出する請求項１又は
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２に記載のナビゲーションシステム。
【請求項４】
前記所定エリアは、あらかじめ指定されて登録されたエリアである請求項１～３のいずれ
か１項に記載のナビゲーションシステム。
【請求項５】
車載装置へ予測交通情報を配信するサーバと、該サーバから配信された予測交通情報を使
用して目的地までの経路を探索する車載装置とを有するナビゲーションシステムであって
、
（ａ）前記サーバは、探索データ及びエリアに関する情報を含む地図データと交通情報と
を格納する記憶装置、
（ｂ）前記目的地までの経路を探索し、該経路が所定エリアを通過する場合、該所定エリ
ア内のリンクについて通過予測時刻を算出する探索処理部、及び、
（ｃ）前記所定エリア内のリンクについて、前記交通情報に基づいて、前記通過予測時刻
における予測交通情報を作成する予測処理部を備え、
（ｄ）前記探索処理部は、前記所定エリア内における平均車速を算出し、前記所定エリア
内における前記経路上以外のリンクについて前記所定エリアへの進入ポイントからの距離
を算出し、前記平均車速及び距離に基づいて、前記所定エリア内における前記経路上以外
のリンクについて通過予測時刻を算出し、
（ｅ）前記サーバは、作成された前記予測交通情報を前記車載装置へ配信し、
（ｆ）該車載装置は、探索データを含む地図データを格納する記憶装置を備え、前記サー
バから配信された前記予測交通情報を使用して、前記目的地までの経路を探索することを
特徴とするナビゲーションシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーションシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車等の車両に搭載されたナビゲーション装置においては、運転者等の操作者
が所定の入力部を操作して目的地を設定すると、該目的地、及び、現在位置検出処理部に
よって検出された車両の現在位置に基づいて、該現在位置から目的地までの経路が探索さ
れ、探索された経路が案内される。この場合、前記現在位置から目的地までの距離が最短
となるように経路を探索したり、所要時間が最短となるように経路を探索するようになっ
ている。
【０００３】
　また、道路の渋滞情報を受信して渋滞区間を避けた最適な経路を探索することができる
ように、交通情報をナビゲーション装置に送信するシステムも提供されている（例えば、
特許文献１参照。）。この場合、サーバにおいて複数の経路を探索し、該経路が含まれる
地図メッシュ毎の交通情報をナビゲーション装置に送信するようになっている。そして、
該ナビゲーション装置は、受信した交通情報に基づいて、所要時間が最短となるように経
路を探索するようになっている。
【特許文献１】特開２００４－８５４８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  しかしながら、前記従来のシステムにおいて、ナビゲーション装置が受信することがで
きる交通情報は現況の情報であった。そのため、前記交通情報を利用して経路探索を行っ
ても現在位置から遠い場所の情報については、車両が実際に通過する時には、交通状況が
変化しており、所要時間が最短となる経路を必ずしも探索することができなかった。ナビ
ゲーション装置に予測交通情報を送信する場合には、車両の通過時刻に対応する予測交通
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情報を送信する必要がある。
【０００５】
　本発明は、前記従来のシステムの問題点を解決して、車両の通過予測時刻における予測
交通情報を利用することができ、車載装置において渋滞を回避可能な経路を探索すること
ができるナビゲーションシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  そのために、本発明のナビゲーションシステムにおいては、設定した目的地までの経路
を探索して案内を行うナビゲーションシステムであって、探索データ及びエリアに関する
情報を含む地図データと交通情報とを格納する記憶装置と、前記目的地までの経路を探索
し、該経路が所定エリアを通過する場合、該所定エリア内のリンクについて通過予測時刻
を算出する探索処理部と、前記所定エリア内のリンクについて、前記交通情報に基づいて
、前記通過予測時刻における予測交通情報を作成する予測処理部とを有し、前記探索処理
部は、前記所定エリア内における平均車速を算出し、前記所定エリア内における前記経路
上以外のリンクについて前記所定エリアへの進入ポイントからの距離を算出し、前記平均
車速及び距離に基づいて、前記所定エリア内における前記経路上以外のリンクについて通
過予測時刻を算出する。
【０００７】
　本発明の他のナビゲーションシステムにおいては、さらに、前記予測処理部は、前記記
憶装置に格納された交通情報としてのリンク旅行時間パターンに基づいて予測リンク旅行
時間パターンを作成し、該予測リンク旅行時間パターンに基づいて予測交通情報を作成す
る。
【０００９】
　本発明の更に他のナビゲーションシステムにおいては、さらに、前記探索処理部は、前
記所定エリア内における前記経路上のリンクの距離の合計、及び、前記経路上のリンクの
所要時間の合計に基づいて、前記平均車速を算出する。
【００１１】
　本発明の更に他のナビゲーションシステムにおいては、さらに、前記所定エリアは、あ
らかじめ指定されて登録されたエリアである。
【００１２】
　本発明の更に他のナビゲーションシステムにおいては、車載装置へ予測交通情報を配信
するサーバと、該サーバから配信された予測交通情報を使用して目的地までの経路を探索
する車載装置とを有するナビゲーションシステムであって、前記サーバは、探索データ及
びエリアに関する情報を含む地図データと交通情報とを格納する記憶装置、前記目的地ま
での経路を探索し、該経路が所定エリアを通過する場合、該所定エリア内のリンクについ
て通過予測時刻を算出する探索処理部、及び、前記所定エリア内のリンクについて、前記
交通情報に基づいて、前記通過予測時刻における予測交通情報を作成する予測処理部を備
え、前記探索処理部は、前記所定エリア内における平均車速を算出し、前記所定エリア内
における前記経路上以外のリンクについて前記所定エリアへの進入ポイントからの距離を
算出し、前記平均車速及び距離に基づいて、前記所定エリア内における前記経路上以外の
リンクについて通過予測時刻を算出し、前記サーバは、作成された前記予測交通情報を前
記車載装置へ配信し、該車載装置は、探索データを含む地図データを格納する記憶装置を
備え、前記サーバから配信された前記予測交通情報を使用して、前記目的地までの経路を
探索する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、サーバが経路探索に有効な情報を配信するようになっている。そのた
め、車載装置において渋滞を回避可能な経路を探索することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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  以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１５】
　図２は本発明の実施の形態におけるナビゲーションシステムの構成を示す図である。
【００１６】
　図において、１１はサーバとしての情報提供サーバであり、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算手
段、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク等の記憶手段、通信インターフェイス等を
備えるコンピュータの中に構成される。
【００１７】
　そして、３１はユーザとしての操作者によって操作される車載装置であり、乗用車、ト
ラック、バス、オートバイ等の車両に搭載される。なお、車載装置は、実際には多数であ
るが、本実施の形態においては、説明の都合上、前記車載装置３１で代表する。また、前
記操作者は、例えば、前記車両の運転者、同乗者等であるが、いかなる者であってもよい
。
【００１８】
　なお、前記車載装置３１は、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算装置、半導体メモリ、磁気ディス
ク等の記憶装置、液晶ディスプレイ、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄ
ｅ）ディスプレイ、ＣＲＴ等の表示装置、キーボード、ジョイスティック、十字キー、押
しボタン、リモートコントローラ、タッチパネル等の入力装置、前記表示装置を制御する
表示制御装置、及び、通信インターフェイス等の送受信部を備える。前記車載装置３１は
、例えば、ナビゲーション装置であるが、出発地から目的地までの経路を探索する機能を
有するものであれば、いかなるものであってもよい。
【００１９】
　さらに、前記車載装置３１は、図示されない現在位置検出装置を有する。該現在位置検
出装置は、前記車載装置３１が、例えば、ナビゲーション装置である場合、一般的には、
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、地磁気センサ、距離
センサ、ステアリングセンサ、ビーコンセンサ、ジャイロセンサ等によって現在位置を検
出する。
【００２０】
　なお、本実施の形態においては、車載装置３１がナビゲーション装置である場合につい
て説明する。この場合、前記車載装置３１は、通常のナビゲーション装置と同様に、探索
データを含む地図データを格納する記憶装置を備え、施設や地点を検索する検索機能、及
び、設定した目的地までの経路を探索する探索機能を有する。該探索機能によって、前記
車載装置３１は、交通情報を利用して交通規制及び渋滞を回避する経路探索としてのＤＲ
Ｇ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒｏｕｔｅ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ）を行うことができるようになって
いる。
【００２１】
　ここで、前記情報提供サーバ１１と車載装置３１とは、図示されないネットワークを介
して相互に通信可能に接続される。
【００２２】
　そして、本実施の形態におけるナビゲーションシステムは、前記情報提供サーバ１１と
車載装置３１とによって構成される。この場合、前記操作者は、あらかじめ前記ナビゲー
ションシステムに登録され、登録ＩＤを所有する者であることが望ましい。また、前記車
載装置３１も登録されていることが望ましい。
【００２３】
　ここで、前記情報提供サーバ１１は、機能の観点から、予測交通情報としての渋滞予測
情報を作成するために必要なデータを格納するデータ部１２、及び、該データ部１２にア
クセスして必要なデータを取得して渋滞予測情報を作成するための処理を行う処理部２１
を有する。なお、前記データ部１２は、交通情報データベース１３及びエリア定義データ
ベース１４を備える。
【００２４】
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　そして、前記交通情報データベース１３は、例えば、ＶＩＣＳ（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　＆　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）（Ｒ）と称され
る道路交通情報通信システムにおいて、警察、日本道路公団等の交通管制システムの情報
を収集して作成した道路の渋滞等に関する情報や交通規制情報等の道路交通情報を格納す
る。この場合、過去に作成された道路の渋滞等に関する情報も統計的渋滞情報として蓄積
される。さらに、前記交通情報データベース１３は、祭り、パレード、花火大会等のイベ
ントの開催予定場所、予定日時等のイベント予定情報、例えば、駅周辺や大型商業施設周
辺の道路には週末を除く毎日の特定時刻に渋滞が発生するとか、海水浴場周辺の道路には
夏季休暇時期に渋滞が発生する等の統計的渋滞情報や渋滞予測情報も格納する。この場合
、該統計的渋滞情報や渋滞予測情報は、後述されるＶＩＣＳ（Ｒ）リンクに対応付けられ
ていることが望ましい。さらに、前記交通情報データベース１３は、あらかじめ登録され
た多数の操作者から提供された情報を格納するものであってもよい。この場合、該情報は
、例えば、道路渋滞情報、交通取り締まり情報、交通規制情報等の道路交通情報に関する
詳細情報である。さらに、前記交通情報データベース１３は、過去において蓄積されたリ
ンク旅行時間パターンも格納する。
【００２５】
　また、前記エリア定義データベース１４は、地図を適切な大きさに分割したエリアであ
って、あらかじめ指定されたエリアを定義するためのテーブルを格納する。前記エリアは
、例えば、いわゆる、二次メッシュに基づいて地図を分割したものである。ここで、前記
二次メッシュは、「ＪＩＳ　Ｘ　０４１０－１９７６　地域メッシュコード」に規定され
る統合地域メッシュにおける１０倍地域メッシュである。なお、前記ＶＩＣＳ（Ｒ）情報
は、各二次メッシュ内の交通情報を規定する情報であり、各二次メッシュ内において道路
の上下線別にユニークなＶＩＣＳ（Ｒ）リンクＩＤが付与されている。そして、前記エリ
アのうちからあらかじめ指定されたエリアが、後述される指定エリア５５として登録され
る。
【００２６】
　さらに、前記エリアは、任意に設定することもできる。例えば、首都高速道路のような
都市高速道路を含む地域を、都市高速道路の粗密に応じて任意の大きさに分割して、前記
エリアとすることができる。また、例えば、都市の中心部のような地域を、渋滞が頻発す
る駅周辺のエリアとその他のエリアとに分割して設定することもできる。
【００２７】
　なお、前記エリア定義データベース１４は、各エリアに含まれるリンクに関する情報も
格納する。ここで、リンクとは、道路を構成する単位であり、通常、三叉（さ）路以上の
交差点を境界にして区切られている。そして、通常のナビゲーション装置においては、道
路を構成するそれぞれのリンク、すなわち、道路リンクを識別する識別番号としての道路
リンクＩＤが付与される。さらに、前記リンクに関する情報は、ＶＩＣＳ（Ｒ）リンクＩ
Ｄも含むことが望ましい。この場合、前記道路リンクとＶＩＣＳ（Ｒ）リンクとは同一の
ものではないので、前記エリア定義データベース１４は、道路リンクＩＤと前記ＶＩＣＳ
（Ｒ）リンクＩＤとの間の変換テーブル（対照表）を備えることが望ましい。
【００２８】
　また、前記情報提供サーバ１１は、記憶装置に経路を探索するために必要な探索データ
を含む地図データを格納する。例えば、前記データ部１２に日本全国のすべての地図デー
タを格納することが望ましい。該地図データは、交差点データ、ノードデータ等のような
経路を探索するために必要な探索データを含むものである。なお、前記地図データには、
すべての道路のリンクに関する情報も含まれている。さらに、前記データ部１２は、出発
地、目的地、通過点等となる地点を検索するための施設データ、タウンページデータ、イ
ベントデータ等を含むＰＯＩ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）データを格納する
ことが望ましい。
【００２９】
　そして、前記交通情報データベース１３、エリア定義データベース１４等が格納される



(6) JP 4419721 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

情報提供サーバ１１の記憶手段は、情報提供サーバ１１の内部記憶媒体であってもよいし
、外部記憶媒体であってもよい。
【００３０】
　また、前記処理部２１は、入力処理部２２、検索処理部２３、探索処理部２４、表示処
理部２５及び予測処理部２６を備える。ここで、前記入力処理部２２は、前記車載装置３
１から受信したＤＲＧ用のデータの配信要求、施設や地点のデータの配信要求等を入力す
る入力処理を行う。また、前記検索処理部２３は、前記車載装置３１から受信した検索要
求に含まれる検索条件等に基づいて、施設や地点を検索するＰＯＩ検索処理を行う。さら
に、前記探索処理部２４は、設定した目的地までの複数本の経路を探索し、各経路におけ
る各リンクの通過開始時刻を算出する。さらに、前記探索処理部２４は、探索した経路が
所定エリアを通過する場合、該所定エリア内のすべてのリンクについて通過予測時刻を算
出する。また、前記表示処理部２５は、作成された渋滞予測情報を表示するための表示処
理を行う。なお、前記所定エリアは、いかなるエリアであってもよいが、本実施の形態に
おいては、説明の都合上、前記所定エリアがあらかじめ指定されて登録された指定エリア
５５である場合についてのみ説明する。
【００３１】
　さらに、前記予測処理部２６は、経路が指定エリア５５を通過する場合に、該指定エリ
ア５５内のすべてのリンクについての予測交通情報を作成する。すなわち、前記指定エリ
ア５５は、すべてのリンクについての予測交通情報を作成する対象となるエリアとしてあ
らかじめ指定され、前記エリア定義データベース１４に登録されている。例えば、渋滞が
頻発し、かつ、道路網が複雑であって、渋滞を回避するために、種々の経路を選択するこ
とができるエリアを指定エリア５５とすることが望ましいが、いかなるエリアであっても
、指定エリア５５として登録することができる。例えば、首都高速道路のような都市高速
道路を含む地域の二次メッシュ又は該地域を任意の大きさに分割したエリア、駅を含む地
域における駅周辺のエリア等を指定エリア５５とすることが望ましい。
【００３２】
　これにより、前記情報提供サーバ１１は、通過の可能性のあるすべての経路を探索し、
それぞれの経路に関する精度の高い予測交通情報を作成して前記車載装置３１に配信する
ことができる。
【００３３】
　また、前記情報提供サーバ１１は、車載装置３１と通信を行うための通信部１７を有す
る。該通信部１７は、経路の探索要求、渋滞予測情報の配信要求等を受信すると、該配信
要求を送信した車載装置３１を特定し、前記処理部２１によって作成された配信用のデー
タを特定した前記車載装置３１に送信する。
【００３４】
　次に、前記構成のナビゲーションシステムの動作について説明する。まず、情報提供サ
ーバ１１が予測リンク旅行時間パターンを作成する動作について説明する。
【００３５】
　図３は本発明の実施の形態における短期の予測リンク旅行時間パターンを作成する動作
を示す第１の図、図４は本発明の実施の形態における短期の予測リンク旅行時間パターン
を作成する動作を示す第２の図、図５は本発明の実施の形態における長期の予測リンク旅
行時間パターンを作成する動作を示す図である。
【００３６】
　本実施の形態において、予測処理部２６は短期及び長期の予測リンク旅行時間パターン
を作成することができる。まず、短期の予測リンク旅行時間パターンを作成する場合、前
記予測処理部２６は、現況のフィードバックを行って予測リンク旅行時間パターンを作成
する。すなわち、車載装置３１から受信した現在の車両の走行状況に基づいて、パターン
マッチング、波形補正等の方法によって予測リンク旅行時間パターンを作成する。ここで
、短期の予測リンク旅行時間パターンを作成する場合の予測期間は、例えば、現在時刻か
ら約二時間後までの期間であるが、任意に設定することができる。
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【００３７】
　まず、パターンマッチングの方法によって予測リンク旅行時間パターンを作成する場合
について説明する。この場合、前記予測処理部２６は、車載装置３１から受信した該車載
装置３１が搭載されている車両の状況を示すデータに基づいて、図３（ａ）に示されるよ
うに、現在時刻までの過去の所定期間における前記車両のリンク旅行時間パターンを作成
する。なお、前記過去の所定期間は、例えば、当日の午前零時から現在時刻までの期間で
あるが、任意に設定することができる。また、図３（ａ）に示されるリンク旅行時間パタ
ーンにおいて、横軸は時刻、縦軸は総旅行時間を示している。
【００３８】
　続いて、前記予測処理部２６は、交通情報データベース１３にアクセスして、作成され
た前記リンク旅行時間パターンと、図３（ｂ）に示されるような前記交通情報データベー
ス１３にあらかじめ格納されている過去におけるリンク旅行時間パターンとを比較して、
パターンマッチングを行う。なお、図３（ｂ）に示されるリンク旅行時間パターンは、図
３（ａ）に示されるリンク旅行時間パターンと同様に、一日における総旅行時間の変化を
示している。そして、前記予測処理部２６は、パターンマッチングの結果、前記交通情報
データベース１３にあらかじめ格納されている過去におけるリンク旅行時間パターンの中
から、横軸の範囲が原点から現在時刻までの範囲におけるリンク旅行時間パターンが作成
された前記リンク旅行時間パターンに最も近似しているものを抽出する。
【００３９】
　続いて、前記予測処理部２６は、抽出した過去におけるリンク旅行時間パターンから現
在時刻以降の前記予測期間におけるリンク旅行時間パターンを切り出し、リンク旅行時間
パターンとする。これにより、図３（ｃ）に示されるように、図３（ａ）に示されるリン
ク旅行時間パターンを含む予測リンク旅行時間パターンを得ることができる。
【００４０】
　次に、波形補正の方法によって予測リンク旅行時間パターンを作成する場合について説
明する。この場合、前記予測処理部２６は、前記交通情報データベース１３にあらかじめ
格納されている過去における平均的なリンク旅行時間パターンを使用する。図４（ａ）に
おける点Ａは、車載装置３１から受信した該車載装置３１が搭載されている車両の現在時
刻における状況を示す点であり、図４（ａ）における線Ｂは、過去における平均的なリン
ク旅行時間パターンを示している。なお、図４（ａ）に示されるリンク旅行時間パターン
において、横軸は時刻、縦軸は総旅行時間を示している。
【００４１】
　続いて、前記予測処理部２６は、線Ｂを点Ａに合致するように補正して、リンク旅行時
間パターンを作成する。この場合、図４（ｂ）に示されるように、過去における平均的な
リンク旅行時間パターンを等比的に変化させて、線Ｃで示されるような予測リンク旅行時
間パターンを作成することができる。すなわち、点Ａに対応する時刻における線Ｂの示す
総旅行時間の値を前記点Ａの示す総旅行時間の値に変更する。そして、点Ａに対応する時
刻における変更前の値に対する変更後の値の比に従って、すべての時刻範囲において線Ｂ
の示す総旅行時間の値を変更する。これにより、すべての時刻範囲において線Ｂの示す総
旅行時間の値が、点Ａに対応する時刻における変更前の値に対する変更後の値の比に等し
い比で変更され、図４（ｂ）において線Ｃで示されるような予測リンク旅行時間パターン
を作成することができる。
【００４２】
　また、図４（ｃ）に示されるように、過去における平均的なリンク旅行時間パターンを
垂直方向に平行移動させて、線Ｃで示されるような予測リンク旅行時間パターンを作成す
ることができる。すなわち、点Ａに対応する時刻における線Ｂの示す総旅行時間の値を前
記点Ａの示す総旅行時間の値に変更する。そして、点Ａに対応する時刻における変更前の
値に対する変更後の値の差に従って、すべての時刻範囲において線Ｂの示す総旅行時間の
値を変更する。これにより、すべての時刻範囲において線Ｂの示す総旅行時間の値が、点
Ａに対応する時刻における変更前の値に対する変更後の値の差に等しい値だけ変更され、
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図４（ｃ）において線Ｃで示されるような予測リンク旅行時間パターンを作成することが
できる。
【００４３】
　また、図４（ｄ）に示されるように、過去における平均的なリンク旅行時間パターンを
履歴に従って傾斜させて、線Ｃで示されるような予測リンク旅行時間パターンを作成する
ことができる。この場合、点Ａ及び前記車両の現在時刻以前における状況を示す点ＡＡを
通過するように線Ｂ全体を傾斜させる。これにより、図４（ｄ）において線Ｃで示される
ような予測リンク旅行時間パターンを作成することができる。
【００４４】
　次に、長期の予測リンク旅行時間パターンを作成する場合、前記予測処理部２６は、現
況のフィードバックを行わずに予測リンク旅行時間パターンを作成する。すなわち、交通
情報データベース１３に格納されている過去のリンク旅行時間パターンを統計的に分析し
て、予測リンク旅行時間パターンを作成する。ここで、長期の予測リンク旅行時間パター
ンを作成する場合の予測期間は、例えば、現在時刻から約二時間後以降の期間であるが、
任意に設定することができる。
【００４５】
　まず、前記予測処理部２６は、交通情報データベース１３にアクセスして、図５（ａ）
に示されるような該交通情報データベース１３にあらかじめ格納されている過去における
リンク旅行時間パターンを取得する。なお、図５（ａ）に示されるリンク旅行時間パター
ンは、一日における総旅行時間の変化を示しているものであり、前記交通情報データベー
ス１３に格納されているすべてのリンク旅行時間パターン、すなわち、全日の変動を示し
ている。また、図５（ａ）に示されるリンク旅行時間パターンにおいて、横軸は時刻、縦
軸は総旅行時間を示している。
【００４６】
　続いて、前記予測処理部２６は、図５（ａ）に示されるリンク旅行時間パターンをカレ
ンダに従って場合分けする。ここでは、図５（ｂ）に示されるように、平日におけるリン
ク旅行時間パターンと休日におけるリンク旅行時間パターンとに場合分けする。すなわち
、平日の変動と休日の変動とに場合分けする。なお、休日は、土曜日、日曜日及び祝祭日
であり、平日はその他の日である。また、例えば、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末
年始等の特定の日又は期間におけるリンク旅行時間パターンだけを抽出することもできる
。さらに、前記リンク旅行時間パターンから異常値を除去することによって、データのば
らつきを低減することもできる。
【００４７】
　続いて、前記予測処理部２６は、カレンダに従って場合分けされたリンク旅行時間パタ
ーンを天候、イベント、規制等の事象に応じて場合分けする。ここでは、図５（ｃ）及び
（ｄ）に示されるように、天候に応じた場合分けでは、天気別の変動として、晴天におけ
るリンク旅行時間パターン、降雨におけるリンク旅行時間パターン及び降雪におけるリン
ク旅行時間パターンに場合分けする。これにより、車載装置３１が搭載されている車両の
状況に応じた予測リンク旅行時間パターンを得ることができる。
【００４８】
　なお、リンク旅行時間は各リンクを通過するための所要時間であり、かつ、各リンクの
長さは地図データに含まれているので、各リンクにおけるリンク旅行時間から各リンクに
おける旅行速度を算出することができる。したがって、前記予測リンク旅行時間パターン
に基づいて、予測速度パターンを得ることができる。また、ＶＩＣＳ（Ｒ）情報における
渋滞情報としての渋滞度は、道路種別及び旅行速度に応じて、「渋滞」、「混雑」及び「
渋滞なし」と定義されているので、各リンクにおけるリンク旅行時間から各リンクにおけ
る渋滞情報を得ることができる。したがって、前記予測リンク旅行時間パターンに基づい
て、渋滞予測情報を得ることができる。
【００４９】
　次に、本実施の形態におけるナビゲーションシステムの動作を詳細に説明する。なお、
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ここでは、説明の都合上、目的地までの経路が都市高速道路である場合の動作について説
明する。
【００５０】
　図１は本発明の実施の形態における通過予測時刻を算出する動作を示す図、図６は本発
明の実施の形態における情報提供サーバの動作を示すフローチャートである。
【００５１】
　まず、操作者は、車載装置３１の入力装置を操作して目的地を設定する。なお、例えば
、高速道路優先等のような経路を探索するための探索条件等も必要に応じて設定すること
ができる。続いて、前記操作者が車載装置３１の入力装置を操作して、ＤＲＧ用のデータ
の配信要求を情報提供サーバ１１に送信するための手段を操作する。すると、前記車載装
置３１は、ＤＲＧ用のデータの配信要求として現在位置、目的地、探索条件等を情報提供
サーバ１１に送信する。
【００５２】
　続いて、該情報提供サーバ１１は、前記車載装置３１からＤＲＧ用のデータの配信要求
として現在位置、目的地、探索条件等を受信すると、前記現在位置、目的地、探索条件等
に基づいて、現在位置から目的地までの推奨経路を探索する。この場合、都市高速道路を
通る経路が推奨経路として探索されたものとする。なお、前記都市高速道路は、首都、阪
神、名古屋、福岡・北九州等の地域において供用に付されているが、ここでは、首都高速
道路であるものとして説明する。
【００５３】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、前記推奨経路の代替え経路を探索する。そして、
代替え経路がｎ本存在する場合には、ｎ回繰り返して代替え経路を探索する。なお、ｎは
自然数である。また、必要に応じてｎの上限値を設定することもできる。すなわち、代替
え経路を探索する回数を制限することもできる。
【００５４】
　この場合、前記情報提供サーバ１１は、複数本の経路を探索して、車両がそれぞれの経
路における各リンクを通過する通過予測時刻を予測リンク旅行時間パターンに基づいて算
出し、通過予測時刻における予測交通情報を作成し、ＤＲＧ用の配信データを前記車載装
置３１に配信するようになっている。すなわち、通常の経路探索においても最も推奨され
る経路である推奨経路と、該推奨経路の代替えとなり得る経路である代替え経路とを探索
し、前記推奨経路及び代替え経路上の各リンクを通過する通過予測時刻における渋滞を予
測し、渋滞予測情報等のデータを抽出して車載装置３１に送信する。
【００５５】
　なお、前記情報提供サーバ１１が探索する経路の数はいくつであってもよいが、ここで
は、説明の都合上、図１に示されるように、出発地５１から目的地５２まで高速道路を優
先することを探索条件として経路を探索した場合に、二本の経路５３及び経路５４が探索
されたものとする。例えば、経路５３が推奨経路であり、経路５４が代替え経路であると
する。そして、前述したようにして作成された予測リンク旅行時間パターンに基づいて、
前記経路５３及び経路５４上における渋滞の発生を予測し、渋滞の発生が予測される地域
については渋滞予測情報を作成する。なお、該渋滞予測情報の基準時刻は、前記渋滞の発
生が予測される地域に車両が通過するであろう時刻、すなわち、車両の通過予測時刻であ
る。そして、前記基準時刻は、前記経路５３及び経路５４上のリンクにおける車両の通過
予測時刻に応じてずらしながら、すなわち、スライドさせながら設定される。なお、各リ
ンクにおける車両の通過予測時刻は、各リンクにおける始点、すなわち、車両の進行方向
に関して上流側（手前側）の端点における通過予測時刻である。
【００５６】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、探索した推奨経路又は代替え経路が、エリア定義
データベース１４等に登録されている指定エリア５５を通過するか否かを判断する。そし
て、通過しない場合には、探索された前記経路５３及び経路５４のデータや渋滞予測情報
を含むデータが、ＤＲＧ用のデータとして、情報提供サーバ１１から車載装置３１に配信
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される。すなわち、予測交通情報としての渋滞予測情報を車載装置３１に送信する。これ
により、該車載装置３１は、受信したＤＲＧ用のデータを使用してＤＲＧを行うことがで
き、渋滞を回避する経路を探索することができる。また、目的地５２への到着予測時刻を
正確に算出することができる。
【００５７】
　一方、探索した推奨経路又は代替え経路が指定エリア５５を通過する場合、指定エリア
５５においては、道路網が複雑であって、渋滞を回避するために、種々の経路を選択する
ことができるので、受信したＤＲＧ用のデータを使用してＤＲＧを行っても、不適切な経
路が探索されてしまうことがある。すなわち、道路網が発達して分岐点及び合流点が多い
指定エリア５５を通過する場合には、多様な経路を選択することが可能なので、前記情報
提供サーバ１１が複数の経路について渋滞予測情報を作成して配信しても、車載装置３１
は、前記情報提供サーバ１１が渋滞予測情報を作成しなかった経路を渋滞が予測されない
経路として選択してしまう。しかし、前記情報提供サーバ１１が渋滞予測情報を作成しな
かった経路にも渋滞が発生する可能性が高いので、車載装置３１が選択した経路は、所要
時間の長い不適切な経路である可能性が高くなる。
【００５８】
　そこで、本実施の形態においては、探索した推奨経路又は代替え経路が指定エリア５５
を通過する場合、前記情報提供サーバ１１は、各経路上の指定エリア５５内におけるリン
ク、すなわち、指定エリア５５内における各経路のリンクを抽出する。図１に示される例
において、経路５３はリンクの端点５６ａから端点５６ｂまでの範囲で指定エリア５５を
通過し、経路５４はリンクの端点５６ｃから端点５６ｄまで及び端点５６ｅから端点５６
ｆまでの範囲で指定エリア５５を通過する。そのため、端点５６ａから端点５６ｂまでの
経路５３上のリンク、並びに、端点５６ｃから端点５６ｄまで及び端点５６ｅから端点５
６ｆまでの経路５４上のリンクが抽出される。なお、経路５３上の端点５６ａから端点５
６ｂまでの範囲、並びに、経路５４上の端点５６ｃから端点５６ｄまでの範囲及び端点５
６ｅから端点５６ｆまでの範囲は、それぞれ複数のリンクで構成されていてもよいし、単
数のリンクで構成されていてもよい。
【００５９】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、各経路、すなわち、経路５３及び経路５４上の指
定エリア５５内におけるリンクの予測所要時間としての所要時間及び距離の合計を算出し
、平均車速を算出する。図１に示される例においては、経路５３上の端点５６ａから端点
５６ｂまでの距離、並びに、経路５４上の端点５６ｃから端点５６ｄまでの距離及び端点
５６ｅから端点５６ｆまでの距離の合計が、指定エリア５５内におけるリンクの距離の合
計となる。また、経路５３上の端点５６ａから端点５６ｂまでの所要時間、並びに、経路
５４上の端点５６ｃから端点５６ｄまでの所要時間及び端点５６ｅから端点５６ｆまでの
所要時間の合計が、指定エリア５５内におけるリンクの所要時間の合計となる。
【００６０】
　ここで、経路５３上の端点５６ａから端点５６ｂまでの所要時間、並びに、経路５４上
の端点５６ｃから端点５６ｄまでの所要時間及び端点５６ｅから端点５６ｆまでの所要時
間は、予測リンク旅行時間パターンに基づいて算出される。前述したように、情報提供サ
ーバ１１は、予測リンク旅行時間パターンに基づいて、経路５３及び経路５４上の各リン
クにおける車両の通過予測時刻を取得するので、該通過予測時刻に対応する予測リンク旅
行時間を各リンクの所要時間として取得することができる。これにより、端点５６ａから
端点５６ｂまでの経路５３上の各リンクの所要時間、並びに、端点５６ｃから端点５６ｄ
まで及び端点５６ｅから端点５６ｆまでの経路５４上の各リンクの所要時間を算出し、指
定エリア５５内におけるリンクの所要時間の合計を算出することができる。
【００６１】
　そして、前記情報提供サーバ１１は、指定エリア５５内におけるリンクの距離の合計を
指定エリア５５内におけるリンクの所要時間の合計で除算することによって、指定エリア
５５内における平均車速を算出する。
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【００６２】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、各経路、すなわち、経路５３及び経路５４の指定
エリア５５への進入ポイントの座標を抽出する。ここで、前記進入ポイントは、経路５３
及び経路５４が指定エリア５５の境界と交差する点であって車両の進行方向に関して最も
上流側、すなわち、出発点に最も近い側の点であり、図１に示される例において、端点５
６ａ及び端点５６ｃである。なお、該端点５６ａ及び端点５６ｃは、リンクの端点である
ので、地図データに含まれるリンクのデータに基づいて抽出することができる。
【００６３】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、指定エリア５５内における経路５３及び経路５４
上以外のリンクを抽出する。すなわち、指定エリア５５内に含まれるすべての道路のリン
クであって、経路５３及び経路５４上のリンク以外のものを抽出する。図１に示される例
においては、道路５７上のリンクが経路５３及び経路５４上以外のリンクに該当する。こ
の場合、道路５７上には、５７ａ及び５７ｂを端点とするリンク５７－１、５７ｂ及び５
７ｃを端点とするリンク５７－２、並びに、５７ｃ及び５７ｄを端点とするリンク５７－
３が存在する。なお、端点５７ａは、経路５３と道路５７との分岐点に該当し、経路５３
上のリンクの端点でもある。また、端点５７ｄは、経路５３と道路５７との合流点に該当
し、経路５３上のリンクの端点でもある。なお、指定エリア５５内における経路５３及び
経路５４上以外のリンクは、多数存在してもよいが、ここでは、説明の都合上、道路５７
上の三つのリンクのみであるとする。
【００６４】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、所定の点としての進入ポイントと経路５３及び経
路５４上以外のリンクとの距離を算出する。図１に示される例において、端点５６ａ及び
端点５６ｃから道路５７上のリンクまでの直線距離を算出する。この場合、リンクの始点
を対象として距離を算出するので、リンク５７－１までの距離を算出する場合、端点５６
ａまでの直線距離を算出する。ここで、端点５６ａから端点５７ａまでの直線距離は、端
点５６ａと端点５７ａとを結ぶ直線５８－１の長さである。また、端点５６ｃから端点５
７ａまでの直線距離は、端点５６ｃと端点５７ａとを結ぶ直線５８－２の長さである。
【００６５】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、短い方の距離と平均車速とからリンク５７－１ま
での到達時間を算出する。この場合、端点５６ａ及び端点５６ｃから道路５７上のリンク
までの直線距離のうちの短い方の距離、すなわち、直線５８－１の長さを、既に算出され
ている指定エリア５５内における平均車速で除算した値を、前記リンク５７－１までの到
達時間として算出する。
【００６６】
　続いて、前記情報提供サーバ１１は、到達時間に基づいて算出したリンク５７－１の通
過予測時刻における渋滞予測情報を抽出する。この場合、経路５３及び経路５４上のリン
クにおける車両の通過予測時刻は、前述したように、取得されているので、進入ポイント
である端点５６ａの通過予測時刻は取得済みである。そして、前記端点５６ａの通過予測
時刻から、リンク５７－１までの到達時間を経過した時刻が、リンク５７－１の通過予測
時刻として算出される。続いて、該通過予測時刻を基準時刻とし、予測リンク旅行時間パ
ターンに基づき、リンク５７－１についての渋滞予測情報が作成されて抽出される。
【００６７】
　なお、進入ポイントとの距離を算出してから渋滞予測情報を抽出するまでの動作は、経
路５３及び経路５４上以外のリンクのすべてについて繰り返し行われ、指定エリア５５内
における経路５３及び経路５４上以外のリンクのすべてについて渋滞予測情報が作成され
て抽出される。この場合、経路５３及び経路５４上以外のリンクについての通過予測時刻
は、概算であるが、指定エリア５５内におけるすべてのリンクについて、通過予測時刻を
算出することができ、該通過予測時刻に基づいて渋滞予測情報を作成することができる。
そのため、道路網が発達して分岐点及び合流点が多く、多様な経路を選択することが可能
な指定エリア５５であっても、該指定エリア５５内におけるすべてのリンクについての渋
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滞予測情報を含む各種データをＤＲＧ用のデータとして利用することが可能となる。
【００６８】
　このようにして、前記経路５３及び経路５４の渋滞予測情報並びに指定エリア５５内に
おけるすべてのリンクについての渋滞予測情報が抽出されると、前記情報提供サーバ１１
は、前記経路５３及び経路５４並びに指定エリア５５内におけるすべてのリンクについて
の渋滞予測情報を含む各種データをＤＲＧ用のデータとして、情報提供サーバ１１から車
載装置３１に配信する。すなわち、予測交通情報としての渋滞予測情報を車載装置３１に
送信して、処理を終了する。なお、前記車載装置３１は、前記情報提供サーバ１１から配
信された渋滞予測情報を受信すると、ＤＲＧを行い渋滞を避ける経路を探索する。
【００６９】
　これにより、前記車載装置３１は、受信したＤＲＧ用のデータを使用してＤＲＧを行う
ことができ、渋滞を回避する経路を探索することができる。また、目的地５２への到着予
測時刻を正確に算出することができる。
【００７０】
　ところで、本実施の形態におけるナビゲーションシステムは、目的地までの経路が都市
高速道路でない場合にも同様の動作を行うことができる。この場合、二次メッシュだけで
なく、行政区域単位のエリア、地図データを分割した地図メッシュ単位のエリア等のエリ
アを使用して、所望のエリアをあらかじめ指定して、エリア定義データベース１４等に指
定エリアとして登録する。
【００７１】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ１　現在位置から目的地までの推奨経路を探索する。
ステップＳ２　推奨経路の代替え経路を探索する。代替え経路がｎ本存在する場合には、
ｎ回繰り返して代替え経路を探索する。
ステップＳ３　各経路上の各リンクを通過する通過予測時刻における渋滞を予測し、渋滞
予測情報等のデータを抽出する。
ステップＳ４　探索した経路が指定エリア５５を通過するか否かを判断する。探索した経
路が指定エリア５５を通過する場合はステップＳ５に進み、探索した経路が指定エリア５
５を通過しない場合はステップＳ１２に進む。
ステップＳ５　指定エリア５５内における各経路のリンクを抽出する。
ステップＳ６　各経路上の指定エリア５５内におけるリンクの予測所要時間及び距離の合
計を算出し、平均車速を算出する。
ステップＳ７　各経路の指定エリア５５への進入ポイントの座標を抽出する。
ステップＳ８　経路上以外の指定エリア５５内におけるリンクを抽出する。
ステップＳ９　進入ポイントと経路上以外のリンクとの距離を算出する。
ステップＳ１０　短い方の距離と平均車速とからリンク５７－１までの到達時間を算出す
る。
ステップＳ１１　到達時間に基づいて算出したリンク５７－１の通過予測時刻における渋
滞予測情報を抽出する。経路上以外のリンクのすべてについて繰り返し行われる。
ステップＳ１２　渋滞予測情報を車載装置３１に送信して、処理を終了する。
【００７２】
　このように、本実施の形態において、情報提供サーバ１１は、目的地５２までの複数本
の経路を探索し、該経路が指定エリア５５を通過する場合、該指定エリア５５内における
すべてのリンクの通過予測時刻を算出し、前記すべてのリンクについて前記通過予測時刻
に対応する渋滞予測情報を作成し、車載装置３１に配信するようになっている。
【００７３】
　そのため、該車載装置３１は、道路網が発達して分岐点及び合流点が多い、例えば、都
市高速道路を含むようなエリアを通過する場合であっても、該エリアを指定エリア５５と
して登録しておけば、通過する可能性のあるすべての経路について精度の高い渋滞予測情
報を使用することができるので、渋滞を回避する適切な経路を探索することができる。ま



(13) JP 4419721 B2 2010.2.24

10

20

30

た、目的地への到着予測時刻を正確に算出することができる。
【００７４】
　なお、本実施の形態においては、すべてのリンクの通過予測時刻を算出して渋滞予測情
報を作成する所定エリアがあらかじめ指定されて登録された指定エリア５５である場合に
ついて説明したが、前記所定エリアはいかなるエリアであってもよい。
【００７５】
　また、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施の形態における通過予測時刻を算出する動作を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるナビゲーションシステムの構成を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における短期の予測リンク旅行時間パターンを作成する動作
を示す第１の図である。
【図４】本発明の実施の形態における短期の予測リンク旅行時間パターンを作成する動作
を示す第２の図である。
【図５】本発明の実施の形態における長期の予測リンク旅行時間パターンを作成する動作
を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における情報提供サーバの動作を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００７７】
１１　　情報提供サーバ
１３　　交通情報データベース
１４　　エリア定義データベース
２４　　探索処理部
２６　　予測処理部
３１　　車載装置
５２　　目的地
５３、５４　　経路
５５　　指定エリア
５６ａ、５６ｃ　　端点
５７－１、５７－２、５７－３　　リンク



(14) JP 4419721 B2 2010.2.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 4419721 B2 2010.2.24

【図５】 【図６】



(16) JP 4419721 B2 2010.2.24

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  南　敏彰
            愛知県岡崎市岡町原山６番地１８　アイシン・エィ・ダブリュ株式会社内
(72)発明者  長瀬　健児
            愛知県岡崎市岡町原山６番地１８　アイシン・エィ・ダブリュ株式会社内

    審査官  池田　貴俊

(56)参考文献  特開平０８－２８７３９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２９８２８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３０４５１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０８５４８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５６３５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２８３５９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｃ　　２１／００　　　　
              Ｇ０８Ｇ　　　１／０９６９　　
              Ｇ０９Ｂ　　２９／００　　　　
              Ｇ０９Ｂ　　２９／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

